Ｑ＆Ａ
●別紙２関係
Ｑ１　　従たる営業所がない（主たる営業所のみ）の場合、（１）（２）の提出は必要か？

　Ａ１　従たる営業所がない場合も、提出が必要です。（余白に「該当なし）と記載）
Ｑ２　　業種追加又は般特新規の場合において、営業所の営業しようとする建設業種が変更になった場合、「営業しようとする建設業」の欄には、変更部分のみ記載するのか？

Ａ２　「営業しようとする建設業」の欄には、変更がない建設業種も含め、当該営業所において営業する建設業種を全て記載してください。

Ｑ３　　業種追加又は般特新規の場合において、営業しようとする建設業種が変更にならない営業所については、記載不要か？

　Ａ３　　営業がない営業所については、記載不要です。

Ｑ４　　業種追加又は般特新規と更新を同時申請する場合、（１）（２）の両方の提出が必要なのか？
　Ａ４　両方の提出が必要です。（１）に、営業しようとする建設業種が変更になった営業所の情報を記載し、（２）には、更新に係る営業所の情報を記載してください。
●営業所の写真

Ｑ５　　営業所を新設する場合にも、建設業の許可票を撮影した写真は必要か？

　Ａ５　必要です。

